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第一話 歳入・歳出予算を読む前に（つづき） 

２． 歳入・歳出予算の基礎知識 
予算書を読むときの注意事項の一つは、予算は「決定」と「執行」とが分離していることであ

る。すなわち予算の決定権は議会にあり、執行権限は国レベルでは各省大臣、地方自治体レベル
では首長にある。このことは、予算科目の区分にも影響している。 
「財政法 第二十三条 歳入歳出予算は、その収入又は支出に関係のある部局等の組織の別に区分し、その部局

等内においては、更に歳入にあつては、その性質に従つて部に大別し、且つ、各部中においてはこれを款項に区分

し、歳出にあつては、その目的に従つてこれを項に区分しなければならない。」 

「地方自治法 第二百十六条 歳入歳出予算は、歳入にあつては、その性質に従つて款に大別し、かつ、各款中に

おいてはこれを項に区分し、歳出にあつては、その目的に従つてこれを款項に区分しなければならない。」 

 法律の定めにしたがって、歳入は「性質に従って」区分され、歳出は「目的に従って」区分され
て表示される。予算項目は「款」、ついで「項」に分類されて表示され、「款」、「項」はさらに「目」、
ついで「節」と順次細分される。 
図―４は総務省の地方自治法（法律、施行令、施行規則）による予算項目の区分の説明図であ

る。予算科目は議会が決定権を持つ款・項までを「議会科目」、首長が決定権をもつ目・節を「執
行科目」と呼び、目・節の間では予算の流用が認められている。図―４の歳出予算の例示では、
例えば「款」土木費、「項」道路橋梁費、「目」道路維持費、「節」工事請負費と、次第に具体的な
費用項目に細分化されている。この科目名の２区分制度は、議員と話をする場合と、首長（行政）
と話をする場合とでは財政用語が異なるということなのかもしれない。議員と話をする場合は、
土木費か道路橋梁費であり、行政担当者と話すときは道路維持費である工事請負費の話をするこ
とになるのかもしれない。 
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  図―４ 予算科目の表記   

出典：総務省 https://www.soumu.go.jp/main_content/000827071.pdf 
      
性質別区分（歳入）、目的別区分（歳出）の表記例を総務省「地方財政の状況（令和７年３月）」

から取り出したのが表―２、表―３である。 

 
表―２ 性質別区分の表記例      出典：総務省「地方財政の状況（令和７年３月）」 
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表―３ 目的別の表記例      出典：総務省「地方財政の状況（令和７年３月）」 
 
斜面インフラに係る予算科目として注目するのは、表―２の性質別区分では普通建設事業費、

災害復旧事業費、表―３の目的別区分では農林水産業費、土木費が該当しそうである。なお上記
の区分は例示であって、他の区分名が採用される場合もあり、例えば、災害復旧事業費が、目的別
の表記でも使用される事例もある。 
図―５は、目的別歳出における国と地方の歳出負担比率である。原則的に国防・外交・司法は

全国公共財であり国の負担であり、一方、道路・公園などは地方公共財として地方が負担する構
造と捉えてよい。防衛費は全額国が負担しているが、衛生費、教育費は圧倒的に地方負担である。
斜面インフラに関連する科目のうち、国土開発費と国土保全費は 70%以上の割合で地方自治体が
歳出を担っている。それに比べて災害復旧費では、地方の割合は 59%と相対的に低く国からの補
助がやや多いことがうかがわれる。 
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図―５ 目的別歳出における国と地方の負担比率  
     出典：総務省「地方財政の状況（令和７年３月）」 

 
会長コーナ No.23、図―２、3で出てきた地方交付税について少し追記しておく。地方交付税の

額の決定には当該地方公共団体のインフラ整備の規模が直接影響する仕組みとなっている。総務
省の地方財政制度の説明によれば 

（https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/c-zaisei/kouhu.html） 
「地方交付税は、本来地方の税収入とすべきであるが、団体間の財源の不均衡を調整し、すべて

https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/c-zaisei/kouhu.html
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の地方団体が一定の水準を維持しうるよう財源を保障する見地から、国税として国が代わって徴
収し、一定の合理的な基準によって再配分する、いわば「国が地方に代わって徴収する地方税」
（固有財源）という性格をもっています。」とある。 
地方交付税の総額は、地方交付税法第六条に、所得税・法人税の 33.1%(平成 27 年度から)、酒

税の 50%(平成 27 年度から)、消費税の 19.5%(令和 2年度から)、地方法人税の全額（平成 26 年
度から）と構成されている。交付税の 94％を占める普通交付税の算定式は下式から求められる。 
各団体の普通交付税額 ＝ （基準財政需要額 － 基準財政収入額） ＝ 財源不足額 
基準財政需要額 ＝ 単位費用（法定）×測定単位（国調人口等）×補正係数（寒冷補正等） 
基準財政収入額 ＝ 標準的税収入見込額 × 基準税率（75％） 
ここで基準財政需要額に出てくる測定単位は、地方交付税法第十二条に定められている。斜面

インフラに関連する土木費を道府県分と市町村分に分けて表示したのが下記の表―４である。 

 

 
表―４ 地方交付税に用いられる測定単位 
出典：https://www.soumu.go.jp/main_content/001022462.pdf 
道路橋梁費の算定には道路の面積、道路の延長が測定単位として使われ、河川費には河川の

https://www.soumu.go.jp/main_content/001022462.pdf
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延長が測定単位として用いられている。シリーズ１で述べたように法面は道路法では道路に含ま
れていない。斜面インフラの重要性が正当に社会的認知を得ることの必要性は、地方交付税の算
定にも影響していることが確認される。 

 
第一話のまとめ 
１）歳入予算は、国・地方自治体ともに税金と公債金から構成される。 
２）予算は決定と執行が分離している。予算科目は、款、項、目、節に細分され、議会科目は款、

項、執行科目は目、節に表記される。 
３）斜面インフラ予算と主に関連するのは、性質別歳出区分では、普通建設事業費、災害復旧事

業費、目的別歳出区分では土木費、農林水産業費である。 
４）国土開発費、国土保全費の 70%以上は地方公共団体が負担している。 
５）地方交付税（普通交付税）の額は、当該地方公共団体のインフラ整備の現状を反映して決定
される。斜面インフラの重要性に関する社会的認知を高めることが必要である。 
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